
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成２０年２月２８日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

無線式ホームセキュリティ装置 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本製品は、一般家庭又はオフィス等に設置され、使用者や管理者に侵入者情報等

を通報する装置である。 

 コントローラ（本体）と防犯センサ群で構成され、コントローラと防犯センサと

の間は、無線通信が行われ、防犯センサからの受信情報がコントローラで処理され、

使用者に警報を発するとともに、公衆回線を介して検出した異常状態を管理者に通

報する。 

 

○構造、仕様、意匠 

 定 格：１００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、４.５ＶＡ（待機時）６.０ＶＡ（動作時）

     センサ電源は、電池を使用。 

 

○主な使用者、販売先 

一般家庭、オフィス等 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 特定電気用品以外の電気用品中、交流用電気機械器具の「防犯警報器」として取

り扱う。 

 

（理由） 

 本製品は、コントローラ、異常検知機能、警報機能が一体的に構成され、防犯の

ために機能するものであることから、「防犯警報器」として取り扱うことが妥当と

判断する。 

 


